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被告代理人

乙第 13号証を示す

表に証人のサインと押印がなされてますけれ ども,あなたがお作 りになった

もので間違いございませんか。

はい,間違いありません。

この陳述書の中で,現在ちょっと修正するとか訂正するところございますか。

ありません。

本件で問題になっている,草薙 さんに対する懲戒処分のことについて,証人

との関わ り等についてお尋ねをしていきますけれ ども,ま ず,本件で問題に

なっている,いわゆる,懲戒事由,これを証人が知ったのはどうい うきっか

けで知ったとい うことにな りますか。

実際に 14年の年末, もうちょっと先かもしれませんけれ ど, 12月

に,いわゆる,吉井裁判の控訴理由書 と証拠が大学に送 られてきたこ

とによります。

2014年 は平成 26年ですけれ ども。それは誰か らその控訴理由書だとか

を見せてもらつたんで しょうか。

多分,崎田事務局長だと思います。

それをどうい う形で持つてきはつたんですか。

どうい う形 といいます と。

何か,証人に意見を求めるような形だったんですか。

大変なことですね, とい うことだつたんだと思います。

できるだけ生の言葉で,崎田さんがどうい うふ うな言葉を証人に言ったか覚

えてはりますか。覚えてなかった ら結構ですけど。



ちよっと最初の言葉は覚えてません。

あなたは,その控訴理由書等を見せ られて, どうい うふ うに思いま したか。

大変なことだと思いました。

何が大変だと思ったんですか。

現に,吉井氏 とは大学,学校法人が争ってるわけですから,それに対

して,理事である副学長がおつしゃっていることが,内容的に大変だ

なと思いました。

大変 とい うことになって, どうするとい うことになったんですか。

それは 2014年 の年末ですので,大学の会議なども全て終わつてい

たと思いますので,学内理事会で報告 されたらいいことだと思いまし

た。  
´

学内理事会 とは別に,誘導 させてもらいますけど,法人理事会 とい うのがあ

るんですよね。

はい,法人理事会があ ります。

法人理事会 とい うのは,大体,定員 とい うか,何人ぐらいの理事がお られる

んですか。

定員は 21名 だと思いますが,多分欠員があったりして, 20名前後

かと思います。

学内理事会 とい うのは。

たしか, 11人かと思います。

それで,学内理事会 と法人理事会 との関係はどうい うふ うな関係 になってま

すで しょうか。

形は,最終の学校法人の業務決定権は法人理事会にあ ります。学内理

事会は,その委任を受けたことを決定 した り,あ るいは,理事長の執

行権を助けるとい うことに役害Jが あるんだと考えます。

それで,学内理事会に報告することにしたとい うことです よねc



は い 。

証人のその当時の役職 とい うのは,総務担当理事 とい うことでよろしいで し

ょうか。

はい,結構です。

それで,実際には,学内理事会はいつ開かれたんですか。

2015年 の 1月 中旬,た しか 13日 だと思います。

御報告を誰が したんですか。

崎田事務局長,法務担当の理事です。

その結果,学内理事会でどうなったんでしょうか。

調査委員会を立ち上げることにな りま した。

調査委員会を立ち上げるとい うことは,事実の確定とい うことですか。

はい,事実を確認 しようとい うことです。

その事実を確定すれば,先ほど御証言いただいたように,問題だとい うこと

になっていくわけですか。事実が確定 してどうするかとい う,そ うい うため

の委員会立ち上げたと,こ うい うふ ぅに承つてよろしいんで しょうか。

はい,事実の確認を得て,それがどのような評価をされるかとい うこ

とにいくのだと思います。

その調査委員会が立ち上がって,当然,委員 さんとい うかそ うい う人が選任

されますよね。 どなたがおなりになったんですか。

崎田事務局長 と橋本財務担当理事だと思います。

お 2人ですか。

2人です。

その結果,報告ありましたよね。

は い 。

いつどこで, どういう形でありましたか。

2月 20日 だと思います。学内理事会です。



どういう内容の報告だったんでしょうか。

中心は草薙さんと,山 田さんもそうでしたが,の ,吉井裁判での証拠

として出されたもの,あ るいは,吉井さんのインターネットで,ホー

ムページ等でアップされたものの中身は,ほぼ真実だという報告だっ

たと思います。

事実報告がそういう形でなされたと。

は い 。

それの事実経過の報告がなされて,学内理事会ではどうなったんですか。

当日,懲戒等検討委員会を立ち上げるとい うことにな りま した。

とい うことは,その事実が懲戒に値するかどうかを調べてもらうと,こ うい

うことですか。

はい,そ うです。

立ち上げられたそれを検討委員会 とい うふ うに略称 させてもらいますけれど

も,検討委員会は,何名で構成 されたんですか。

3名 です。

具体的には, どなただったんですか。

崎田法務担当理事,私 ,総務担当理事,及び,田村理事は,学外理事

ですが,学内理事会に参加 してますので,田村理事,その 3名 です。

その検討委員会で検討 した結果 , どうい う結論になったんで しょうか。 まず

結論をおっ しゃっていただけますか。

結論ですか。

調べた結果,懲戒に値するとか値 しないとか,いろいろ結論があつたと思 う

んですけども。

懲戒に値するとい う結論にな りました。

それは, 3名 の方,全員が同じ意見だつたんですか。

合意です。



合意の上でそ うぃ ぅふ うになったんですね。

は い 。

それは学内理事会のほ うに報告 されましたか。

4月 の上旬, 4月 7日 か上旬の学内理事会です。

その報告の中では,懲戒処分相当だとい うことですけれ ども,処分の量定に

ついてまで御報告なされたんで しょうか。

学内理事会では,処分の量定は報告 してお りません。

法人理事会では御報告 された。

は い 。

どうい う内容だったでしょぅか。

量定の内容は,出勤停止 30日 とい う処分です。

その報告を踏まえて,学内理事会では, どうい うことにな りましたか。その

とお りになったんでしょうか。

学内理事会ですか。

そ うです,御報告 されてね。

学内理事会ですか,法人理事会ですか。

検討委員会のほうで検討した結果を,学内理事会と法人理事会のほうに御報

告 されたで しょぅ。

は い 。

処分するとか しないとか, どうい う結論になったんで しょうか, とい う質問

です。

法人理事会の中には, 1つは,吉井裁判の控訴審判決が間もなく出る

ので,それを待つべきだとい う意見だった り,あ るいは,個人的な会

話なので懲戒に値 しないのではないかとい ぅ御意見があった り,逆に

強い意見があった り,様々な意見があって,結論を見ることができず ,

継続審議にな りました。



草薙 さんのほ うの陳述書なんかを見ると,大多数が反対だと, こうい うふ う

な意見だったみたいなことを書かれてるんですが,そ うではないんですか。

大多数が反対,懲戒そのものにですか。

そ うですね。

いや,違います。

継続審議になって,次の法人理事会な り,学内理事会,いつ開かれたんです

ズ)ヽ。

5月 23日 か 5月 の二十何 日かだと思います。

そこでは結論は出たんですか。

出ません。

それはなぜですか。

1つ は当日,ほかの議題が混んでて,余 り時間が取れなかったとぃ ぅ

こともあります し,も う1つ は,吉井裁判の控訴審判決が出ましたの

で,それを配布 し御覧いただこうとい う御意見もあ り,それで,ほ と

んど, 5月 の理事会ではこの案件は審議せず,継続審議 としました。

理事長か何かが遅れ られたとか,そんな事情 もあったん違いますか。

はい,そ うです。理事会 自体のスター トが,理事長が来 られる途中に

交通渋滞に巻き込まれて,相 当遅れ られたとい う背景 もあ ります。

それで, 7月 ですか,法人理事会が開かれま したよね。

は い 。

その結果, どうなったんでしょうか。

7月 の理事会では,懲戒すべきだとい う点については,ほ ぼ合意でき

たんですが,量定の点で様々な意見がありました。

様々とい うのは,まず どんな意見が出たんで しょうか。

懲戒検討委員会から提案 した,転職に賛成する者 もお られ ました し,

厳 しすぎるとい う御意見もあり,あ るいはその反対 もあったと思いま

，
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す。

数的にどれがどうだとい うふ ぅなこと,はっきりするんですか。誰がどうい

うふ うに言つてて,何名対何名 とか,そんなことがはっきり分かるような状

況だったんですか。

いえ,正確には答えられません。

それは分からない。

は い 。

結局,そ ういう意見が分かれてどうなったんですか。

懲戒することはするとしても,意見が分かれているので,量定の点に

ついては,学内理事会の審議に委ねるということになりました。

それで,学内理事会は,それを受けてどうなったんですか。一任ということ

になったんですよね。

はい。理事長から懲戒等検討委員会に, 7月 の法人理事会の審議状況

を踏まえて,量定をどのように直すのか直さないのかについて,審議

して提案するよう,依頼というんでしょうか, してほしぃとぃぅ御意

見をいただきました。

誘導的になるかもしれませんが,それは再考しろと,こ うぃう話なんですか。

学内理事会一任されたけれども,今までのそうぃう経過を踏まえて,再考す

るようにというような感じで,検討委員会のほうに話があった,こ ぅぃぅこ

とですか。

はい,理事長がそうだったかどうかはちょっと分かりませんが。

そういうことですか。

はい,そ うです。

検討委員会としては,そ ぅぃぅ,再考というか再検討というか,その結果ど

うなったんですか。

諸意見を踏まえて,懲戒として 1段階下の減給にするという結論にな
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りま した。

結局,再考の結果,ち ょっと低い量定にすると,こ うぃ う意見を出されたと,

こうい うことですか。

はい,そ うです。

その結果,それはどこに報告 されたんですか,学内理事会に報告されたんで

すか。

はい,学内理事会です。

法人理事会のほうには,も う一任 されてるから特段報告 してませんね。

|ま い。

その結果,本件懲戒処分がなされたんですね。

は い 。

甲第 1号証を示す

これ,見覚えありますね。

は い 。

この懲戒処分の点についてぉ聞きしてぃきますけれども,まず,処分対象事
実としての①,「特任教員の採用 (再雇用)に関する発言は,本大学のこれ
までの見解を越権的,専断的に歪め」と,こ ぅいうくだりがござぃますね。

は い 。

この本大学のこれまでの見解というのは,具体的にどうぃぅ見解のことを指
すんですか。

特任教員の制度は長く本学にありますが,ぁ る事件を通して,その性

格をはっきりさせるべきだとぃぅことがぁって,規程を手直しして,

趣旨をはっきりさせたときの,その趣旨を指してます。

さる事件というのは,誘導ですけど,里上事件という件ですよね。

は い 。

それで,そ こではっき りさせた とぃ ぅのは,何をどうい ぅふ ぅにはっき りさ



せたとい うことですか。

かつて,定年引下げの代替措置 としての特任 とい う性格で理解する方

もお られました し,曖味なところがあ りましたが,里上事件を通 して ,

特任制度はいわば新採用であると,再雇用 と表現 してますけれ ども,

新採用であるとい う性質をはっきりさせようとい う改正であ りました。

その件については,当然,特任制度の改正 とい うか,新たな制度 とい うか ,

新たな制度でもないんでしょうけども,そ うい うふ うにしたとい うこと,こ

れは学内には周知はさせたんで しょうか。

はい, させました。

どういう形でされてるんでしょうか。

どうい う形, もちろん規程集に載せて,誰 もが見える状態にしていま

す し。そのとき私は担当ではないので,教授会等に,こ うい う趣 旨の

改正を行いま したとい うのは報告 してるはずです。

そ うすると,原告の草薙 さんは,た しか,経情法学部でしたか,情報経済学

部で したか。

いつからですか,現在の名称は情報社会学部です。

朽角域|

堪うれ塚:

aス

跡編 )

そこの
,

オa。

そ うです。

その趣 旨と異なることが問題だと,こ うい う

|ま い。

言 うたら吉井 さんに言つてるとい うことが。

は い 。

そういうことでょろしいですか。

は い 。

それから,越権的,専断的にゆがめたとい う

教授会のほうにも,当然配布 されてると,こ うい うことにな ります

〕よ(」 /A~桑
tて

1(ャ tみ丼多ぃ)ヒ

ことですか。

くだりについては,それはどう



い う意味合いを持っているんで しょうか。

草薙 さんは当時,理事である副学長でありましたので,必要であれば ,

その趣 旨を確認 されるべきだったにもかかわらず,吉井氏にそのよう

なことを話 された,かっ,それが世間に公表 されたとい うことです。

世間に公表 されたとい うか,平たく言えば裁判を通 じて公になったと,こ ぅ

い うことですょね,ち ょっと誘導にな りますけれ ども,今 ,控訴理由書な り

インターネ ッ トでそ ぅい うふ うにオープンになったとい ぅことは。

はい,裁判の証拠 とい うことと,吉井ホームページにアップされた発

言等は把握 されてますので,両方ですね,公表 とい うもの。

ちなみに,それは,草薙 さんの話によると,プライベー トで話 ししたことな

んだと,こ ぅい うようなことをおっしゃってて,先ほどの証人のお話では ,

学内理事会でもそ うい うプライベー トな行為 じゃないかと,こ うぃ ぅふ ぅな

御指摘があるんですが,それでも,やは り問題になるんですか。

純粋にプライベー トな場面 とか,あ るいは全 く反対に理事会の中でと

か,公式の会議の中で, これを議論 し意見を発表することも問題ない

といいますか,む しろよい面 もあると思いますが,現に吉井 さんはそ

の点を争いつつある方であったとぃ ぅことは周知のことだと思います

が,そ こに向かって,話,かつ,ォープンになることを阻止せずする

とい うこと,こ れは,先ほど申し上げた調査が始まった段階から表に

出たか ら問題なんだとい ぅ認識はみんな持ってたと思います。

とい うことは,個人的にいろいろ学校の方針 とい うか,そ うい ぅのと異なる

のをプライベー トな話をするのは,別に就業規則上禁止 されているわけでは

ないと,そ ぅい うように承っていいですか。

はい,禁止 されてるとい うか,それはもう表に出ないわけですから,

分からないことも含めて。

そ うすると,今回,検討委員会で問題になったのは,オープンになったとい

10



うこと,これは,事実,いわゅる調査委員会を立ち上げま して,そ こでも当

然そ うい ぅことが前提での事実調査だったんですょね,先ほどの話では。

はい;理事長の発言もそ うで したし,理事長の発言が,こ んなものが

世間に出て,争ってる学校だといぅ評価になるのではないかとぃぅ御
意見もあり,反対の方 もお られたかもしれませんが,ォープンになっ

たことを,非常に大きなポイントにしていたことは事実です。
そのオープンになることを,吉井 さんのほ うに,約束 とい うか,そ ぅぃ ぅ配

慮 とい うか,そ うぃ ぅことをしてたかどうかとぃ ぅ点はどぅですか。事実調

査の結果, どこまで判明しま したか, してぃたか,ぃなかったか。

されてなかったのだろ うと,発言,会話内容からしたらされてなかっ

たのだろうと思います。

思います じゃなしに, してぃないとい ぅ前提だったんですか。

はい, してないとい ぅ前提です。

そ うすると,そ このところが懲戒対象になるのではないかと, こうぃ ぅこと

ですね。

′まい。

そ うい うふ うに,検討委員会で判断 したんですね。

は い 。

さらに,吉井氏に誤解を与え,訴訟その他に無用な争点を惹起 させたとぃ ぅ

のは,こ の点はどぅで しょうか。

甲第 1号証を示します。具体的にはどうぃぅことを指しているんでしょぅか。

その会話内容からすると,吉井氏は,当 時,ほば,特任教員として採

用されることを諦めているという状況にあったと思いますが,理事で

ある副学長の御意見によって力付けられたのだと思います。

ちよつと待ってください。そぅぃうふうに検討委員会で思ったんですか。



いや,そ うい うふ うに判断 しました。

でも,それは吉井氏に確認できてませんよね。

は い 。

甲第 2号証を示す

49条を示します。何号に該当するというようにお考えになったんですか。

その点は,49条の 1号, 5号, 6号, 3つ を考えました。

1号 というのは,具体的には何に違反するということですか。

たしか,就業規則の41条に,学内の諸規程を守って,それから職場

でしたか,秩序維持に努めて服務しなければならないという趣旨の規

程があると思います。

それに反するんじゃないかと,こ ういうことですね。

は い 。

41条を示します。「教職員は、法人の定める諸規程および法令等を遵守し、

職場の秩序を保持して本学の発展に寄与しなければならない。」というのが

教職員の服務規律として定められていると。それに反したんではないかとい

うことなんですが,お問きしたいんだけど,公になったということが問題に

なっているわけですよね。

は い 。

それはどういうふうに評価されるということなんですか。

公になるということは,学校法人の理事会なり大学の経営主体の中で,

意見の分裂があるということを世間に出すことになりますね。

それは分かるんですけれども,直接的に,草薙さんが,そ ういうことを言つ

たわけじゃないんでしょう,これ。吉井さんが言うてるわけでしょう。

吉井さんが・……・・。

草薙さんが吉井さんにしゃべったと。それを,吉井さんがしゃべってるわけ

ですよね。

９

“



多
哄
秋
鋏
蒻
骰
咸
秋
蒻

はい,出 したわけですね。

だから,それがどうして草薙 さんの就業規則違反になるんですかとい う質問

なんです。

それは個人的に話すんだったら,個人的な話なんだか らと言つて, し

つか りと縛 りを掛けるべきで しょうね。友人であればあるほど,それ

ができてなかったと判断 しました。

草薙 さんが,も し,吉井さん じゃなくて, 自分自身が言つたら,こ れはどな

いなるんですか。        .

自分 自身…………。

いろいろ,吉井 さんにしゃべったことあるじゃないですか。それを外部に ,

理事会内部 じゃなくて外部で草薙 自身が しゃべったらどないなるんですか。

それは,当時の草薙 さんの理事 としての副学長 とい うお立場からした

ら,駄 目だと思います。

就業規則違反になる。

は い 。

とい うことは,今回は本人が しゃべつてないけれ ども,吉井 さんが,そ うい

うことを,オフレコとい うか しゃべ らないようにしないとい う手当てをしな

いとい うことは,こ れは誘導かもしらんけど,草薙 さんが言つたと同じよう

に評価 され るとい うことじゃないんですか。

はい,そ うい うふ うに評価 しました。

それは,検討委員会でそ うい うことが議論になりましたか,私が今質問 した

ようなこと。

具体的な議論 とい うよりも,そ もそも,調査委員会が始まるところの

話を先ほど申し上げたと思いますけれ ど,公表 されたとい う点を加え

た問題なんだとい う前提にあつたと思います。

その前提があるとい うことは,吉井 さんの言葉が,草薙 さんが言つたとい う

つ
０



ふ うに同視できるとい う前提でのことだったとい うことですか。

は い 。

甲第 1号証を示す

次に,第 2項の問題,②ですね。 「他学部長等の業務行為を精査することな

く『パワハラ』等と断定し,吉井氏を『正論で闘おうとした』などと鼓舞し

たこと」と。これは,具体的にどういうことを指しているんですか。

他学部というのは,経営学部長などが,特任に希望されたけれども,

うまく行かなかったという行為を, どのように具体的に適正に行つた

のか,行ってないのかということを確認することもせずに,御本人に

パワハラ,ア カハラという言葉もあつたと思いますが,断定的に言わ

れたということです。

大阪経済大学では,例えば,パ ワハラとかセクハラとか,そ ういうことがあ

つた場合には,訴えることが学内的にできるんじゃないんですか。

はい,できます。

どういうところに訴えるんですか。

一つの入り回は,人権委員会というところです。

もし,パワハラがあつて, ということになると,吉井さんはそういう申立て

ができたわけですかね。

は い 。

そこが事実調査でされているかどうかということを調査委員会のほうで確認

されてましたか。

訴えられたかどうかですか。

そうそう。

私,調査委員ではないので,調査報告書を読んだ限りでは確認したか

どうかという,評価は出てません。

検討委員会ではどうですか。

_r.
7\t16,
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検討委員会では, うわさとしては吉井 さんは人権委員会に訴えたと問

きましたが,確かめていません。

確かめていない。

|ま い。

では,パ ワハラをやつたかどうか分からないの。申立てがあったか どうかい

うのを確認 しなかったの。

いえ,人権委員会でパワハラかどうかとい う申立てがあれば,結論が

出ておれば,結論は抽象的であれ…。

いやいや,そ うい うことを聞いているのではなくて,人権委員会に申立てを

したかどうか, とい うようなことについて,事実確認をしたんですかとい う

質問です。

していません。

なぜ しなかったんですか。

吉井 さんがですか。

うん,吉井 さんがやっているか どうかね。だって,先ほどの話では,処分対

象になったのは,パ ワハラがあつたかなかったか,草薙さんは十分確認 もせ

ずにやつたんがおかしいと,こ うい うことを処分対象にしたと,こ うい うこ

とで しょう,検討委員会では。

は い 。

だつたら,学校でパワハラの申立てが,あるのかないのかというのは,当 然

調べるべきだつたんじゃないんですか。

パワハラだ とい う判断があつたのならば,人権委員会から,理事長で

あるとか,そ こに結論は,名 前は出すか出さないか状況によって違 う

んで しょうけれ ども,幸反告があるはずですので,そ うい うことがなか

つた とい うことですので。パ ワハラだと,吉井 さんか らの訴えで認定

された事実はないと判断 していました。

一５



甲第 2号証を示す

そ うい う事実確認 しなかったことは,具体的に就業規則で言 うとどれに違反

するんですか。 49条を示 します。 49条の何号になりますか。

1つは 49条の 1号です。先ほどと同じ, 41条の服務規程を前提に

して,諸規程,指示命令に従わなかったこと,これが 1つ と,それか

ら,も う1つは,妨害 とい うのがあったと思 うんですけれ ども。 10
号ですね。

これはどうい うことですか。

他の教職員の業務を妨害 したことに…………先ほどの部分見せていただ

けませんか。

甲第 1号証を示す

どこですか。

②,「他学部長等の業務行為を精査することなく,『パヮハラ』等と

断定し,吉井氏を『正論で闘おうとした』などと鼓舞した」点につい

ては, 1号 と10号に該当すると考えました。

甲第 2号証を示す

49条の 10号では,「他の教・職員の業務を妨害し」といぅことになって

ますね。これは具体的に,教職員の誰が誰の行為を妨害したとか,そ ぅぃぅ

ことがはつきりしているんですか。

はい,具体的には,パ ヮハラと断定され,かつ,それがインターネッ

トや裁判証拠として出されたわけですから。

どの先生が。

井形,当時の学部長,及び,池島,当時の副学部長を具体的には指し

ます。

そういうことを,事実確認もなくやったことは,ゃはり問題だと,こ ういう

ことでございますか。

16



は い 。

それから, 49条の 6号を見てください。 「業務上の重要な秘密を漏洩 し、

又はみだ りに本学の文書、書類」が うんぬんと,こ の 6号 も処分対象事由と

して挙がってますよね。

は い 。

これはどうい う事実が該当するんですか。

それは最初の①を該当事実 と考えました。

甲第 1号証を示す

どれですか。

①,「特任教員の採用 (再雇用)に 関する発言」。

その中のことに入るんですか。

は い 。

これが, どんな秘密なんですか。

どうい う経過かは分か りませんが,草薙 さんは,調査委員会が確認 し

た,あの会話の文書によれば,経営情報学部の元教授が,特任教員 と

して採用 される際の審議内容を,恐 らく,経営情報学部教員 として ,

教授会等でお聞きになったんだと思いますけれ ども,それを吉井氏に

漏 らしているとい うことです。

吉井氏は,他の学部ですよね。

はい,経営学部です。

草薙 さんと違 う。そこの特任の採用審議過程ですか。

(う なず く)

それは他学部の教授 として知 り得た事実を,漏らしたとい うことになるんで

すか。

他学部ではなくて,恐 らく同一学部の教授会メンバすだか ら知 り得た

ことで しょぅ。

ワ
イ



教授会は 4つの学部がありますけれ ども,これは公開ですか,非公開ですか。

非公開です。

非公開だと,教授会の内容そのものは他に漏 らしたらいかんわけですね。

は い 。

そうすると,草薙さんはそこの情報社会学ですかね。そこで知ったと,審議

過程を,自 分ところの学部の。                   '

はい, と思います。

それを吉井さんのほうに言ったということが,秘密の漏えいになるんだと。

はい,かつそれがインターネットでも,証拠でも公になりました。

それから,甲第 1号証の③,秘密の音声録音による証拠化を推奨したり,吉

井氏に対しうんぬんかんぬんと,こ このところはどういう違反になりますか。

これも, 41条の違反を前提とした49条 1号の該当だと考えました。

後先になるんですが,草薙さん自身は, もちろん,職員ですよね,採用され

た教職員ですね。

は い 。

当然,就業規則の適用を受けるんですが,理事あるいは副学長 とい う仕事は ,

これは職務 との関係についてはどうい う関係になっているんですか。

教職員,ま あ教員ですけれ ども,教員の中から副学長は選ばれますの

で,副学長の職務 とい うのは,職員の職務です。

でもあるとい うことかな。

でもあるとい うことです。

そ うすると,ダブルで義務を負ってるとい う形にな りますか,服務上は。

はい,質的には,やる内容は違いますが,ベースは教員ですか ら,教

員の中で副学長を選んで,教員 としての副学長ですから,同 じです。

同じとい うか,プラスアルファの義務があるとい うことです。

あるのはいいんですけれ ども,副学長は教職の関係では理事でもあるんで し
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よ つ。

必ず しも理事 とは限りません。

それはいいんですわ。でも,草薙 さんは理事だつたんでしょう。

はい,草薙 さんは副学長で理事で した。

だから,職員 じやない理事もお られるんでしょう。学外理事 とい うのは違 う

んですか。

は い 。

そ うい う人は,当然,服務規律 とい うか,理事 としての義務があるんで しょ

う。

はい,あ ります。

それは,何による義務ですか,一般的には。

理事の場合は,委任関係に基づ く善管注意義務だと考えてます。

そ うすると,理事 としての善管注意義務は,職員 としての就業規則にもかぶ

つていると,こ うい う理解でいいですか,学校のほうの考えは。

職員をベースにした理事は,両方を重ねているんだ と考えてます。

処分理由はそこまでに して,結論から言います と,こ れで,今の処分内容が ,

減給に,定量がちょっと緩やかになったと,こ うい うことですが,こ の指示

は,証人が誰かに指示をして,甲第 1号証,処分理由書を出されたんでしょ

うか。お見せ します。

作ったのは誰かとい うことですか。

作つたとい うことでも結構ですけれ ども,要するに,これは草薙 さん本人に

渡つているわけで しよう。

は い 。

それは,証人が作ったのか,誰かに命じて作つてもらつたのか,その辺のこ

となんですけれども。

総務担当理事ですから,も ちろん,誰が原案を作るかにはかかわらず ,
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総務担当理事 として作 り,理事長に承認いただくとい う立場ですので ,

私が作 りました。

そこで, 10分の 1と い う形の点について,給与月額の 10分の 1を総額よ

り減ずるとい う形になっているんですけれ ども,そ このところは,これは間

違いだとい うことで訂正 されたことは御存 じですよね。

はい,知ってます。

そのことは,法人理事会でも学内理事会でも結構ですけれ ども,御報告 され

てるんですか。

はい, しています。

その間違いの理由とい うのは,なぜかとい うのは御存 じなんですか。

はい。減額 ,月 額 10分の 1にするとい う判断は懲戒等検討委員会の

合意の中で作 りま したし,それを私が,その懲戒理由書の中に書き込

む際に,本学の就業規則の何条かは忘れま したが,減給に関する規程

があって,最大が月額の 10分の 1だ とい う部分があ りますので,そ

れで可能だと判断 して,書き込みま した。

甲第 2号証を示す

50条 2号,「減給 始末書を提出させ、かつ 1回の額が平均給与 日額の 2

分の 1を減ずる。ただ し、総額において給与月額の 10分の 1を 限度 とす

る。」 と,こ うい う規程になってますね。

(う なず く)

今おっしゃったのは, lo分の 1を 限度 とするとい うことだから,こ の減給

処分をあなたのほ うで指示をしたと,こ うい うようなことでございますか。

は い 。

これが,何か間違いだったということが, この裁判を通じて判明したと,こ

ういうことになってございますね。

は い 。

20



草薙 さんに対する今回の処分で,無効だとかいろいろおっしゃっているわけ

なんだけれ ども,あなたのほうは,検討委員会で,あ とお 2人の方 と検討 し

て,先ほどお聞きしたようなことで,処分に該当するとい うことでやつたと

い うことなんですが,それは,現時点でも,あなたのほうとしては正 しいと

い うか,そ うい うふ うに思つてられるわけですか,そ この点はどうですか。

はい,正 しいと思ってお ります。

簡単にそこのところを説明してもらえますか。

もし,理事である副学長 とい う非常に高いマネージメン トを担 うべき

ものが全体の秩序を乱すようなことを発言する,あ るいは発言するに

等 しいことをするとい うのは,本学の全体秩序を乱すことにな ります

から,よ ろしくないと考えています。

補足 させてください。発言をするとい うよりも,発言は自由なんで しょう。

はい,発言は自由なんですが, 自分が じかにオープンに発言する,あ

るいは,それ と同じようなことになるとい うことはよくないことだと

思つてます。

歯止めをしなかったとい うことを問題にしてると,こ うい うことですか。

は い 。

原告代理人

北村先生は,御専門は契約法だとい うふ うにお聞きしてよろしいですか。

はい,そ うです。

一般的に言 うと,民法学者だとい うふ うに認識 してよろしいですか。

はい,学者 とい うのはあれですが,はい。

先ほど,問題がオープンになることが,学内のそ うい う対立が多 くなること

が問題なんだとい うことをおっしゃいましたね。

そうではないんですか。

，
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どこで申し上げましたか。

例えば,仮定の話にはなるんですが,原告が,吉井 さんの訴訟の証人 として

法廷に出廷 して同じことをしゃべった場合は,やつぱり懲戒処分の対象にな

るんですか。

ならないと思いますね。

甲第 2号証を示す

就業規則の 50条の 2号,減給の部分で,先ほど,給与月額 10分の 1を限

度 とすると, ここにはまっているか ら,いけると思ったと,こ うい う御趣旨

のことをおっ しゃいま したね。

は い 。

この 50条の 2号 自体が,労働基準法の規定に由来をする規程だとい う御認

識はあ りましたか。

認識があ りませんでした。

先ほどの, 10分の 1だからいけるとい う解釈は,労働基準法の通常の注釈

書を見ればそ うい うふ うにできないとい うのはす ぐ分かつたんじゃないです

か 。

はい,そ うかもしれません。

そ うい う確認を怠ったんですね。

…………はい,事務局 とは相談 してま したが。

あなたのそ うい う行為 というのは法令を遵守 していないのではないですか。

お答えしかねます。

あなた御 自身は経営学部に所属 されてるとい うことでよろしいですね。

は い 。

井形浩治さんも経営学部 とい うことでよろしいですか。

は い 。

それから,退職前の吉井康雄さんも経営学部の先生だったとい うことでよろ

，
“

，
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しいですか。

は い 。

あなた御 自身は,吉井 さんの退職前から,パヮハラであるとかアカハラであ

るとか,そ うい う批半Jを受けていませんで したか,吉井さんか ら。

かな り以前にあったと思います。

それから,吉井 さんは自分の研究室の ドアに,学内執行部の不正を許 さない
,

とい うような貼 り紙を常時 していたのではあ りませんか。

知 りません。

平成 24年度のことを伺いますが,北村 さん御 自身の経営学部での立場はど

うい う立場ですか。西暦では 2012年 です。いわゅる,ただの教授だった

のか,学部内での何か役職に就いていたか。

学部内の役職は,法律系のカリキュラム委員をしてたと思います。

2012年 の理事会ではどうい う立場で したか。

総務担当理事だと思います。校地校舎委員長 とい うのもやってたと思

います。

これはいわゅる理事長執行部とい うものに含まれるとい うふ うに理解 してよ

ろしいですか。

は い 。

015年 度の理事会でも同じ立場だったとい ぅふ ぅに聞いてよろしいです

はい,そ うです。

北村さん御自身のことについて伺いますが,御 自宅の最寄り駅は,電車で言

うとどこの駅になりますか。

電車だと,湖西線堅田駅。

大学に通勤経路として申請をしているのは,堅田駅からどういう経路になり

ますか。

２

　

か
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」Rで京都駅又は山科駅で乗換えをして,同 じですけれ ども,富田,

摂津富田で乗換えして,阪急乗 り換えて上新庄 とい うことですが。

うすると,摂津富田までは JRに乗つて,富田からは阪急電車に乗ると,

うい う経路だとい うことですか。

は い 。

2016年 8月 か ら, 10月 25日 に評議員会で,法人の監事か ら,あなた

のタクシーチケ ッ トの不正利用問題 について報告があつたのではないですか。

10月 の 25日 で したか。

は い 。

ちよつと日は忘れましたが。

その頃の,あ りましたね。

ありました。

あなたもその場で報告を聞きましたね。

はい,そのときは聞きました。

そのときは,タ クシーチケットの利用について,○ ×△で,○が使途が業務

に関連すると思われるもの,△がどちらとも判断できないもの, ×が業務 と

は直接関連するとは思えないもの,そ うい う形で報告されたのではないです

か 。

はい,そ う思ってます。

平成 24年度について言 うと, ×が 23回, 10万 7840円 とい うふ うに

報告 されたのではないですか。

正確に記憶 してません。

大体そのような数字だったとい うことでよろしいですか。

いや,分か りませんが。

被告代理人

本件処分の無効の問題 とどう関係するんですか。

そ

　

そ

緞

″
・

24

■
―
―
〓

，
タ
タ
後
笏
咸
咸
麒
蒻
蒻
嘔
麒
嘔
腋
鯰
麒
麒
膨
瘍
磁
痣
睫
躍



原告代理人

尋問事項書でちゃんと書いてあ ります。量定の均衡の問題です。

被告代理人

具体的には主張がなされてないように思 うんですけど,単に量定の問題だけ
~(,。

原告代理人

尋問事項書にちゃんと予告 してあ りますけれ ども。

被告代理人

それは知ってますよ。だから,本件の主張 との関係で言 うたら,それが具体

的にどうだとい う御主張がないもので聞いているんですけど。

裁 判 官

ほかの量定との比較が どうだとい うところ,一般論 として問題 とな り得ると

い うのは分か りますけれ ど,ただし中核的には本件処分,行為 との関係でど

うかと,そ こが中核であろうと思 うんですね。そ ういった意味で言 うと,関

連性 として見たときに,ある程度外のほ うに入るかなと思いますので, され

るのはかまいませんが,できるだけ手短にとどめていただきたい と思います。

原告代理人

はい。大体,その平成 24年度については, ×が 23回で 10万 7840円

ぐらいだったのではないですか。

しつか りした記憶はあ りません。

平成 25年度については,× が 26回で, 10万 2050円 だつたのではな

いですか。

資料は返 しましたので, しっか りした記憶はありません。

平成 26年度については,× が 38回で, 13万 830円 だったのではない

ですか。

先ほど申し上げたのと同 じで, しっか りした記憶はありません。
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平成 27年度については,× が 35回で, 12万 4660円 だったのではな
いですか。

同じく, しっか りした記憶はありません。

合計の×の金額が,平成 24年度か ら27年度までで, 122回 , 46万 5

380円 と報告 されたのではないですか。

ほぼそのような報告だったと思います。

そのタクシーチヶットの乗車地 として,祇園とか先斗町とか木屋町から乗車

したものが多いと,そ ぅい う報告がありませんで したか。

ありました。

タクシーの降草地 として,大津,雄琴,その辺 りが多いとい ぅ報告があ りま

せんで したか。

ありました。

それから,不適正 とい うふ ぅに判断をされた根拠の 1つ として,端数が当然

タクシーの場合出ると思 うんですが, 30oo円 をタクシーチヶ ッ トでちょ

うど払って,残額を自分で払 うと,そ ぅぃ ぅょうなことをしていたことが 1

つの理由とされていませんか。

……・…監事報告が,不適正ではなくて不適切ですが,そのようなこと

を理由として挙げられたかどぅかは,報告書はもらってませんので ,

不確かです。

記憶にないですか。

は い 。

甲第 4号証を示す

旅費規程の 5条 8項を示 します。大学の旅費規程では,「 タクシー等を利用

する場合は、緊急公務、もしくは電車 。バス等通常の交通機関が利用できな
い場合にのみ実費支給する。」,そ ぅなっているのではありませんか。

旅費規程はそ うなってぃると思いますが, タクシーチヶッ トの問題 と



は関係ないと考えてます。

そ うすると,旅費規程がないから,幾 らでも使えるとい う理解なんですか。

考えてません。

旅費規程には拘束されないとい う理解なんですか。

は い 。

このタクシーチケッ トの問題に関連 して,お金を大学に寄附するような話を

申し出たことはございませんか。

あります。                    ,

幾 らぐらい寄附するとい うことですか。

寄附 として,ま あ,返金ですが, 57万幾 らだったと思います。

(以上 真鍋 佳代 )

話が変わって,井形 さん,池島さんらのお話を伺いますが,先ほども確認 し

たことに関連 しますが, 2012年 度の経営学部の学部長は井形 さんだった

とい うことでよろしいですね。

はい,そ うです。

乙第 4号証を示す

特任教員任用規程を示 します。これの第 9条③を見ると,学部長は対象者 と

協議の上,授業担当計画を推薦委員会に提出すると,そ うい うことになって

いるんですね。

は い 。

その年度の対象者から特任教授Aの任用の申出がされたときに,年度の学部

の授業計画,カ リキュラムとの関係で,任用の手続を拒絶 してよい とい う,

そ うい う規則はありますか。

もう一度お願い します。

次年度のカ リキュラムの計画 との関係で,特任教授の任用の手続 自体を拒絶

してよいとい う,そ うい う規則はあ りますか。
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あ りません。

特任教授任用規程の手続は履行 しなくてもよいとい うのが当時の経営学部の

方針だったんですか。

違います。

そ うすると経営学部 としてはこの提出,先ほどの 9条③の提出をすべきだっ

たとい うことに,こ こはよろしいのですか。

いえ,私はその判断ができません。私が関与 しませんで したから。

いや,総務担当理事でいらっしゃいますか ら,一般論 として提出すべきだっ

たかどうかとい うのはお答えできると思 うんですけれ ども。

いや,理事会のところに票があるから,学部長から,結論 として上が

つてきた段階で理事会は判断 しますから,学部 とか推薦委員会 とか学

長 とかのところでも話 とか経過については関与 しませんから,私はも

ちろん経営学部の一教員ですけれ ど,一教員 としてもそこのところに

は関与 していませんので,判断できません。

吉井 さんの,こ の特任教授Aの任用手続をする, しない,あ るいは進捗状況

がどうかとい うのは,経営学部の教授会では報告はなかったんですか。

報告はあったと思います。

だから進んでるか進んでないかとい う状況はあなた御 自身が把握をされてい

たん じゃないですか。

その限 りではしていました。

結局井形 さんは吉井 さんの授業担当計画など,特任の教授の申請に必要な書

類一式を,特任教授推薦委員会に提出しなかったのではないですか。

いえ,受理 されなかったと問いてます。

書類をそもそも特任教授推薦委員会に持つていっていないのではないですか。

推薦委員会にとい うのはどうい うことですか。現にお持ちになったか

どうかは知 りませんが,理事会で出てきたお話は原告に持っていった

28



かどうか分からないけど,学長に対して受理してほしいといいますか,

吉井さんの希望を。

いや,受理してほしいというか,別に持つていけばいいじゃないですか。

いや,受け取れないと言われたと聞いてます。私はその場にいません

から。

そうすると書類の受取自体を拒絶されたというのが経営学部の認識ですか。

いえ,分かりません。

分からない。

は い 。

特任教授の申請に必要な書類を推薦委員会に提出したのに,受取を拒絶 され

たとい う報告が井形 さんからありま したか。

書類 ,不受理であつたとい う報告はありました。

書類を提出したとい う報告がありま したか。

書類については報告なかったと思います。不受理だつた とい う報告だ

つた と思います。それ以上のことは分か りません。

あなたはその経営学部の中で,井形 さんがこの書類を提出したかどうかを確

認 しなかったんですか。

不受理 とい う言葉で理解 しま した。それ以上の確認はしていません。

そもそも提出すべき書類をそろえていたかどうかを確認 しませんでしたか。

私は確認 していません。

井形 さんや池島さんか らあなたに対 して,吉井 さんの特任教授の任用手続に

ついて辞退をしてもらいたいんだとい うような,そ うい う相談はなかつたの

ですか。

そんな相談はありません。

そ うすると高等裁判所の判決は確定 していますので,その手続を進めなかっ

た行為については,池島さんと井形 さんが 2人で進めたと,そ うい うことに
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なるわけですか。

いえ,多分特任教員の採用手続は,池島さんはカ リキュラム委員長 と

い う立場で したで しょうし,井形 さんは学部長 とい う立場であつたで

しょうし,推薦委員会の委員長は徳永学長であつたと思いますから,

3者の連続の中で行われるべきものなんだろうと考えます。

あなたには相談はなかったんですか。

は い 。

井形 さんは経営学部に対 して書類が不受理であつたと,そ うい う報告をした

んですね。

書類が不受理 とおっしゃったかどうかは記憶ありませんが,不受理で

したとい う報告は記憶 しています し,学内理事会でも不受理 とい う言

葉で語 られたと思います。

先ほどの特任教員任用規程で,提出すると書いてあ ります よね。

は い 。

これは物理的に書類を提出する意味ですよね。

いや,ち ょっと理解 してませんでした。

現在 どうい う認識ですか。

少 しこの規程には不備があるんだろ うと思っています。

いや,答えを聞いています。物理的に書類を提出するとい う意味ではないん

ですか。

いや,そ のような解釈に私が至ってるわけではありません。

そ うすると,こ れ,話,ペーパーす ら出さずに口頭で何か言えば提出したこ

とになるとい うのがあなたの理解ですか。

いえ,そのようにも考えてません。

そ したら,やっば り紙ベースのそ ういう事業計画その他を提出するしかない

んじゃないですか。
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いや,分かりません。

分からない。

は い 。

あなたは総務担当理事ですよね。

はい,それは,その手続の。

被告代理人

異議あり,証人の意見を聞くにすぎない尋問 と思いますので,質問方法を変

えてください。

裁 判 官

分からないとい う結論が出てるからいいん じゃないんでしょうか。

原告代理人

分か りました,進めます。確認にな りますが,結局あなた御 自身は,吉井氏

の特任教授任用について,井形氏が物理的な意味での書類を提出したかどう

か,そ うい うことを確認 していない とい うことでよろしいですか。

は い 。

もし提出していない ということが分かつていたら,あ なたはその手続を進め

るように進言 していたと思いますか。

提出先は学長なのだろうと思いますが,学長 とのや り取 りで不受理 と

なったのならば,それで終わ りだと考えます。

不受理ではなくて提出していなかったとした ら,提出するように進言 してい

ま した1か。

いえ,進言 していません。

井形 さんが特任教授推薦委員会に書類を物理的に提出しなかったことは,特

任教授任用規程をゆがめるものだとは思いませんか。

考えていません。

カ リキュラム検討委員会 とい うのは経営学部の内部組織なのですね。
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は い 。

学部長の諮問機 関だ とい うことで よろしいですか。

は い 。

2012年 度当時は,井形 さんが学部長で池島さんがこのカ リキュラム検討

委員会の委員長だつたとい うことでよろしいですか。

はい,そ うです。

これはホームページ等でも掲載 されていますが,平成 24年, 2012年 1

0月 16日 に,井形 さんは吉井さんの研究室で会話 したのを吉井 さんに録音

されているのではないですか。

はい,後にそのように聞きました。

この証拠は高裁ではなく大阪地裁の裁判の段階で既に証拠 として提出された

のではないですか。

ちょつと記憶にありません。

吉井さんはこのときの会話で,半J例的には,その認められないとい うケース

はないと思 うねんとい う,そ うい うことを井形 さんに言つているのではない

ですか。

いや,読んでないので知 りません。

そもそもこの井形 さんと吉井さんのや り取 りについては一切読んでいないと

い うことでよろしいですか。

一切ではなかったと思います。読んだことがあるような,ですが,大

分以前のことなので,忘れてるとい うことかもしれません。それ以上

のものではありません。

吉井さんは井形 さんに対 して,投票で落 としてもらってもいいから,そ うい

うふ うな手続を踏んでくださいと,そ うい うふ うに言つたのではないですか。

知 りません。

吉井さんは自分で,ア カハラを受けているんだと,そ うい うことを井形 さん
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に言つたのではないですか。

知 りません。

井形 さんは特任教授のこの手続について,吉井 さんに申請の権利があると,

そ うい うことを認めているのではないですか。

同じく読んだことがあるのかもしれませんが,分か りません。

井形さんはこの 10月 16日 の会話を切り上げるときに,も う一度上げるよ

うに努力すると,そ ういうふうに言つて会話を打ち切つているのではありま

せんか。

分かりません。

井形さんが吉井さんに虚偽の事実を述べたというふうには思いませんか。

そのような人物ではないと思います,井形氏は。

この秘密録音について,井形さんは何らかの責任を問われましたか。

問われていないです。

吉井さんの特任教授の任用に関する問題は, 2015年 4月 23日 に大阪高

裁の判決が出ましたね。

は い 。

上告はしましたか。

しませんでした。

上告受理の申立てもしていませんね。

は い 。

この上告受理も含めて,上告するしないの判断に,あなた御 自身 も関わって

いますか。

その判断は 2015年 の 4月 の二十何 日かの理事会で,法務担当から

の提案が行われました。

あなた御 自身は法務担当の理事ではないですか。

ないです。
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結局判断には関わつていないとい うことですか。

は い 。

上告すべきだとい う意見は述べなかったんですか。

述べませんで した。

あなた御 自身は吉井 さんが大阪経済大学の法人を相手に訴訟を提起 したこと

について,吉井 さんに問題のある行為だ とい うふ うに思っていますか。

いえ,問題 とい うのはどのような意味で しょうか。まあ,裁判する権

利はあるわけですから,問題がない。

原告の,今回の懲戒処分の対象になってる行為について幾つか伺います。懲

戒処分の第一の理由は,本大学のこれまでの見解を越権的,専断的にゆがめ,

吉井氏に誤解を与え,訴訟その他に無用な争′点を惹起 させたこととい うこと

でよろしいですね。

はい,手元にありませんが,そ うだと思います。

本学のこれまでの見解 とは何ですか。

先ほども申し上げたように,特任制度は長 くありますが,里上事件を

介 しなが ら,その趣 旨を再雇用,新たに雇用するんだとい うものなの

だとい う性格をはっきりさせたとい う当時の改正趣旨が本学の見解な

んだと考えています。

その場合の再雇用 とい うのは,いわゆる高年法 と言われる高年齢者の雇用継

続に関する法律 とい う,そ こを意識 した再雇用だとい うことでよろしいです

か 。 キ七げυヽシ2レで は
'ィ

k,

「atc}・クてい3

ただ,こ の制度は特に特任教授Aと いうのは,現にその大阪経済大学に所属

をしていた教授の先生の定年後の特任教授就任に関する手続ですね。

はい,そ うです。

原告はこの2012年 10月 16日 に,井形さんに対して直接この吉井さん

いえ,違います。

an鳳の

名択
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の件について話をしているのではないですか。

原告,草薙 さんがですが。

は い 。

20124手 の。

10月 16日 。

直接 ,いや,私はそれは知 りようもあ りませんので,知 りません。

この ときに原告は井形 さんに対 して,吉井 さんの特任教授の任用手続 を,任

用規程に従 つて粛々 と進 めるように,そ うい うふ うに進言 したのではないで

すか。

私は分か りません。

素行を調べず懲戒処分の量定を決めたのですか。

えっ。

今私が申し上げた原告の発言については,懲戒等検討委員会で何か調査をし

ましたか。

その部分については していません。

乙第 5号証を示す

番号 132番 ,これは問題になっている吉井 さんの秘密録音についての文字

起こしだと思 うんですが,草薙先生はここで,推薦委員会,それか ら学部 ,

最後に理事会 と 3つの関門があるんだとい う,そ うい う話を吉井 さんにした

のではないですか。

はい,それはその会話を起こした文書で読みました。

草薙先生はこの特任教授の任用規程を正 しく理解 されていたのではないです

か 。

その 3つの手続がある。里上 さんのケースは例外だとおっ しゃってい

るように′思いま した。

3つの関門があるとい う,そ うい うことはちゃんと言つていて,手続を正確
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に理解 していたのではないですか。

正確かどうかは判断 しかねますけども,当 時も里上さん以外にも希望

しなが ら採用 されなかったケースはあ ります。

質問に答えて,聞いてないことは答えないでください。

分か りました。

ちゃんとその手続を理解 した上で,吉井 さんに話をしていたのではないです

か,原告は。

3つの関門があるとい う意味では理解 されていました。

甲第 1号証を示す

ここの第 2,処分理由 1の①で,「無用な争′像を惹起 させたこと」って書い

てありますね。

は い 。

「惹起」 とい うのはどうい う意味ですか。

惹起,ま あ,起 こしたとい うこと。

要するにこれ も文章がちょっと分か りにくいんですが,草薙先生が吉井さん

の裁判を起こさせたとい う,そ うい う理解だとい うことですか。

訴訟その他です。

訴訟 も含まれるんですね。

は い 。

訴訟を惹起 させた,起こさせたことが懲戒処分の理由だとい うことですか。

訴訟その他です。

訴訟だけだつた らいいんですか。

訴訟することについては吉井 さんの権利でしょう。 とはいえ理事であ

る副学長が本学を相手にした訴訟が起こることを惹起することはよく

ないことだと考えています。

で,あなた御 自身は今でも草薙先生が吉井先生の裁判を起こさせたのだとい

ツシヽ げ́a布 壻
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うふ うに理解をしているのですか。

裁判その他に力を与えたと考えています。

力を与えたのと惹起 されたのは意味合いが違 うと思 うんですが,惹起 させた ,

起こさせたとい うふ うにあなたは惹起 とい う言葉を説明しましたね。 っっ毎み0
はい。それであれば惹起させたと考えています。

井形 さんが特任教授の手続を怠ったことが訴訟を惹起 したとは思いませんか。

思いません。

2012年 に厚生労働省の検討会はパワーハラスメン トの定義について,職

場のパワーハラスメン トとは,同 じ職場で働 く者に対 して職務上の地位や人

間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を越えて精神的 ,

身体的苦痛を与える,又は職場環境を悪化 させる行為を言 うと, こうい うパ

ワーハラスメン トの定義を発表 していませんか。

はい。 しつか りと把握 してませんで した。

今私が申し上げたこの定義に何か不 自然だと思 う′員はございましたか。

いえ, あ りません。

吉井 さんが申し出ているにもかかわらず,特任教授の書類提出をしなかった

井形 さんの行為がパワーハラスメン トだとは思いませんか。

被告代理人

異議あり。 しなかった とは先ほど来の尋間では出てないと思います。質問変

えてください。

原告代理人

書類を提出 していない とすれば,それはパワーハラスメン トだとは思いませ

ん か 。

井形氏 らは丁寧 な…。

イエスかノーで答 えて くだ さい。

思いません。
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吉井 さんは 2012年 10月 19日 の草薙先生 との会話を,草薙先生に言わ

れるまでもなく録音 していたのではないですか。

はい,そのように感 じました。

先ほどの確認ですが, 3日 前の 10月 16日 ,こ れも井形 さんが吉井 さんの

研究室を訪れた際の会話を吉井さんは録音 していたのではないですか。

私,分か りませんが,多分そ うなんで しょう。

吉井 さんは大阪地方裁判所の審理の段階では,草薙先生 との会話を証拠 とし

て提出しなかったのではないですか。

はい,出てなかったと思います。

一方,吉井 さんは,井形 さんとの会話は地方裁判所の段階から証拠 として提

出していたのではないですか。

ちょっとはっきり覚えてないです。

もう一度確認にな りますが,井形 さんが秘密録音をされた, しかもそれは任

用規程 とは外れる行為をやっている,そ うい うことが録音 されてるのが出る

ことは問題にならないんですか。

任用規程 と外れるとは考えていません。

甲第 1号証を示す

第2の 1,③で,「懲憑させたこと」という言葉がありますね。

は い 。

懲憑させるとい うのはどうい う意味ですか。

元気付けるとか,勧めるとかそ うい う趣旨。

国語の問題で申し訳ないんだけれ ども,懲憑つてい うのは,「かたわらから

誘いすすめること」 とい うふ うに広辞苑には書いてありますね。だからさせ

るとい うその言葉の使い方はおか しくないですか。

分か りません。

草薙 さんの行為が主語なのであれば,「懲憑する」ではないですか。



はい, 分か ります。

あなた自身先ほどお認めにな りま したが,裁判を受ける権利 自体は吉井 さん

にもあるんですよね。

は い 。

それをそ うい う権利があると紹介することが懲憑することになるんですか。

いや,そんなことはないと思います。

懲戒等検討委員会について伺います。原告草薙 さんに対するヒア リングは 2

015年 3月 4日 の 1回だけとい うことでよろしいですか。

は い 。

このときに,懲戒処分の対象 となる行為を特定 した上で草薙先生に告知 しま

したか。

懲戒等の対象 となる事実。あの…………12月 19日 の吉井氏に対する

発言 とい う範囲では示 しています。

いや,こ このところはこうい う意味で懲戒処分の対象になっているが,弁解

はあるかとい う,そ うい う聞き方をしま したか。

そ うい う聞き方はしてないと思います。

一般論的に,こ の 10月 19日 の会話内容を様々な観点から聞き取 りをした

のではないですか。

はい,そ うです。

その後,懲戒対象 となる行為を特定 した上で草薙先生に弁解の機会を与えま

したか。

そのヒア リングの最後に面会の時間を取 りました。

でも,懲戒の対象 となる行為を特定 していないとい うふ うに先ほどあなたは

おつしゃいましたよね。私の質問を聞いていただきたいんですが,懲戒対象

となる行為を特定 した上で弁解の機会を与えましたか。

特定は,その 12月 19日 の吉井氏 との会話行為であるとい う特定の
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枠での弁解の機会は提供 しました。それ以上のものはないです。

その会話全体が懲戒の対象だとい う,そ うい う言い方をしたとい うことです

ブ)ヽ。

はい,その会話内容を検討 してるとい うことです。

懲戒等検討委員会に,吉井 さんと同じ経営学部の, しかも吉井さんからパワ

ハラ,アカハラと批判 されたこともある,あ なたが加わっていることに,そ

れ 自体に問題 を感 じたことはなかったですか。

はい,懲戒等検討委員会に私が入つたことですか。

そ うです。
´

はい。役職で決めるとい うことで決まったので,問題は,変わ りませ

んで した。

例えば,裁判です ら裁判官が利害関係ある場合は,忌避,回避 とい う制度が

ございますね。利害関係者はこうい う場所から抜けるべきではないのですか。

当時の学内理事会は言わばほとん どが利害関係者になります。それで

役職で決めようとい うことにな りました。

いや,経営学部の, しかも吉井 さんとの個人的な確執もあつたあなたが入る

とい うことは,正に利害関係者が懲戒等検討委員会に入るとい うことではな

いですか。

はい,問題ないと考えました。

本件は結局最後和解が決裂をして今 日の尋間に至っているわけですけれ ども,

率直に伺いますが,理事会に和解案を提案するについて,裁判所で協議をし

て双方が持ち帰ったものとは違 うものをそもそも理事会に提案を してお りま

せんか。

私はそこの前回理事会の提案のところは法務担当からされましたので ,

知 りませんで した。経過 自体を知 らなかったです。

理事会への提案 自体が裁判所で協議 したものと違 うとい う,そ うい う理解を
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あなたはしていなかったんですか。

は い 。

被告代理人

どうも吉井 さんの事件に関連 して井形,池島さんの処分がなされていないの

と,草薙 さんの処分 との均衡を失 してるんではないかと,こ うい う話が先ほ

どからの質問の趣 旨,反論だとは思 うんですけれ ども,井形,池島さんの処

分がなされていない とい うのは,あなたのほ うで理由知っていますか。

処分がなされていないとい うのは,そ もそも井形,池島さんの行為が

一部パワハラとい う表現をされるところがあ りますけれ ども,そのよ

うな判断をした学内のどこかの機関の判断があるわけではないので ,

そのような認識はしていないとい うことです。

パワハラの点はいいんですけれ ども,その処分がされていないとい うパワハ

ラでの処分 とい うことじゃなくて,要するに,高裁で何か不法行為的なこと

を認定されたことについて処分すべきじゃないかとかい う点は,問題にはな

つていないですか。

はい。高裁判決が出る前に吉井氏の身分回復,特任教授等の地位の確

認又はそれに相応する経済的な賠償が認められない限 り,上告 しない

とい う決定をし,あのような決定をしたときにも,井形,池島さんに

は上告を断念いただいたとい う経過 もあつて,そのような提案は全 く

理事会ではあ りません。

私の質問にお答えいただいてないんですが,端的に聞きますけど,先ほどの

議論の中で,推薦委員会の委員長である学長 さんに,井形 さんが持つていつ

たと,持っていってない,こ うい う議論が先ほどの代理人との間でや り取 り

ありましたね。

は い 。

そこのところは問題になったんじゃないんですか。
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それは問題になったと言いますか,問題にな りました。

そ うすると,これは仮定の話ですが,推薦委員会の委員長である学長が,そ

れを受取を拒否 した,あ なたの言い分によると,不受理にしたとい うことに

ついては学長にも責任があるとい うふ うな議論があるんですか,ないんです

か。

あります。

学長は処分 されていますか。

されてません。

あなたは先ほど草薙 さんが仮に吉井訴訟で証人に立った場合に,今回問題に

なってるようなことが別に問題にならないと,こ うい うふ うにおっ しゃった

んですが,学校の秘密について,場合によったら証言が拒否できる場合があ

ると,上司の了解をもらわないとお答えできないだとか,そ うぃ うふ うな場

合があることは御存 じですか。

知 りません。

では,あなたのほ うは,証人になったら証言が拒否できるような場があると

かい うことを知 らないで先ほど証言 されたんですか。

はい,そのとお りです。

中身によったら,それは じゃべ らなきゃいけない場合 もあるだろ うし,中身

によったら,いや,それはちょっとお答えできませんとい うようなことがあ

り得るんですよ。

そ うですか,はい。

じゃ, もう結構です。それからタクシー問題がどう関係するのか知 らないん

だけれ ども,あなたがタクシー問題に関 して調査の対象になって,学校では

もう既に結論が出てるん じゃないんですか。

出ました。

どんな結論になったんですか。
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先ほどの監事 さんの報告の後,改めて調査委員会が作 られて,調査委

員会の結論は不正行為,不正利用は認められないとい う結論にな りま

した。

それからあなたの職務は総務担当理事だとい うことですが,これ もいわゆる

学内理事,学部長理事だとか,本件の問題になっている副学長理事だとか ,

そ うい ういろんな立場の理事の方がいらっしゃると思 うんですが,あなたの

総務担当理事 とい うのは,端的に聞きます,理事長の仕事を事実上補佐する

ようなことをやってるんではないですか。

自分の国から。

理事長がや らなきゃいけないことを, 自分はちょつと出にくいか ら,君,出

といてくれだとか,そ うい う特定の事務ではなくても,理事長を補佐する立

場にある理事 として職務をやっておったんじゃないですかとい う質問。

はい,その部分はあつたと思います。

あ りましたね。

は い 。

そ うすると通常の理事 とは仕事内容は大幅に異なるんじゃないんですか。

はい,相 当広いです。

上告受理の問題が出ましたけれ ども, これは上告理由,上告するためには,

一つには憲法違反だとかそ うい う問題があるんですけれ ども,上告受理にし

ても事実関係は争えないとい う前提になってますよね。

|ま い。

この事実について,学校では,争いたかったか,嫌だったか,そ こはどうで

すか。

事実についてはですか。

ええ,高裁の認定事実に関 して,これはおか しいと,こ ういう議論が出たか

どうかとい うことです。
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議論。

事実認定に関 して。

議論 としては一部あった と思います。

出たですよね。

はい,あ りました。

だけどそれは上告理由にはならないんですよね。

は い 。

3関門があると,特任に採用 されるためには。それは草薙 さん自身が理解を

しておったとい うことなんだけれ ども,吉井 さんの主張によると, 3関 門あ

つても,事実上希望すれば採用 されるべきだと,こ うい うことを終始一貫 ,

訴訟で主張 してましたね,それは御存 じですよね。

はい,知 ってます 3

それは今回の調査検討委員会での草薙 さんのほ うの発言を捉えて, これはむ

しろ 3関 F5で 自動的に採用 されるもんだと, 3関門あるにもかかわらず, 自

動的に採用 されるもんだとい うような見解 として把握 したのかどうか,そ こ

はどうですか。

はい,そのような見解をおっしゃってるんだと,私だけではなくて 3

懲戒委員は合意の上で判断 しました。

そ うすると本人さんは懲戒等検討委員会の 3名 の委員に呼ばれて, ヒア リン

グをされてるとい うことは御存 じだったんで しょう。

御本人 とい うのは。

そ うそ う,草薙 さん自身は。

はい, もちろん御存 じです。

そ うすると,懲罰委員会だから,検討委員会だからどうい うところが懲罰の

対象になるのかとい う質問が草薙 さんか らあ りましたか。

いえ。
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質問がまずあったか。

いえ,あ りません。

じゃ,その検討委員会から呼ばれてるんだか ら,自 分が懲戒の対象になって

るとい うことは当然承知だったんじゃないですか。

もちろん御存 じだと思います。

(以上 新川 陽子 )

大阪地方裁判所

裁判所速記官   真  鍋
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